




潜水作業従事者教育
当社の得意とする海上工事では様々な場面において
潜水作業が不可欠です。潜水作業では、水圧や浮力な
どの作業環境が人体に影響を与えることが多く、特に
深い水中の作業では高圧空気を体内に取り込まなけれ
ばならないことから、減圧症にかかるおそれが高くな
ります。また、専用の装置を介して空気を吸う特別な
作業条件であることにより、死亡重篤な災害につなが
りやすいといえます。そこで、毎年協力業者とともに、
潜水作業に従事する者に対し潜水作業従事者教育を実
施しております。
2015年4月1日の高気圧作業安全衛生規則の改正に
より潜水作業計画は事業者である協力会社が作成する
ことが義務化されました。当社は、事業者が自ら潜水
計画を作成できるよう作成用プログラムを開発・提供
することにより協力業者への支援、援助を実施してお
ります。また、法改正による新しいルールは教育内容
に盛り込み、周知を図っています。
この教育により潜水作業の危険性の高さを改めて認
識してもらい、潜水作業の安全性向上を図っています。

私たちの仕事は現場ごとの単品受注生産であり、同
じものをつくることは決してありません。従業員は常
に異なるものをつくることになるため、いくつもの工
事に携わり幅広く知識を深め、経験を積んでいく必要
があります。一方、どのような立場であれ、自分が従
事した工事が無事完成したときの喜びは何ものにも替
えられません。
当社は、人に貢献する、社会に貢献する気持ちを持

ち、「積極的に行動する」「人と一緒に物事を成し遂げ
ようとする」「向上心を持つ」若者を多く採用し、ともに
ものづくりの喜びを分かち合いたいと考えています。

従業員一人ひとりの資質並びに能力の向上は、企業
の成長にとって欠かすことのできない要素のひとつで
す。当社では「社内集合研修」や「社外研修」などの階層
別・職種別研修、「英語研修」「海外研修」などの目的別
研修を実施しているほか、国内・海外留学制度、取得

推奨資格のための研修、支援制度を設けるなど、従業
員の能力開発を進めています。
また、当社の将来を担う若手技術職員に対しては、
独自に作成した教育プログラムに沿って教育を行い、
10年後には作業所長として業務遂行できる能力を身
につけることを目指しています。

リスクアセスメントを主体とした安全管理の実践
2011年にOHSAS18001の運用規格に基づいたシ

ステムの運用を開始し、リスクアセスメントの実施に
よる災害防止に取り組んでいます。職員による工事着
手前のリスクアセスメントの実施により作業ごとのリ
スク低減措置を決定し、協力業者から提出される作業
手順書のリスク評価を確認し整合を図るよう指導して
います。また、毎日の作業打ち合わせ時にも、協力会
社から提出される作業計画届により、協力業者が実施
したリスクアセスメントを確認し、適切なリスク低減
措置による災害防止対策の実施を図っています。
今年度も「リスクアセスメントの確実な実施と作業

計画・手順の遵守」を安全衛生目標達成のための重点
施策として取り組み、総合職全員を対象に行う「職員
能力向上教育」に取り入れ全社に展開しております。

経営者パトロール
当社は2012年度より「安全はすべてに優先する」を経

営の基本に置き、妥協することのない安全管理に取り組
んでおります。その一環として、年2回「経営者パトロー
ル」として経営者が全国の現場の安全管理状況（管理体
制、設備状況、記録等）の点検を実施しております。
2016年度は、役員31名により、全国の109現場のパト
ロールを実施しました。
経営者が行くことで、現場にほどよい緊張感が生まれ

るとともに、普段と異なる視点で点検することで安全管
理の取り組みのレベルアップが図ることができている
と考えています。
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経営者パトロール　武澤社長（中国支店）

潜水作業従事者教育（大阪本店）

職員能力向上教育（関東支店）

2017年度新入社員が当社発祥の地を訪問（兵庫県西宮市）

2013年 2014年 2015年 2016年 2017年
土木系 17 19 20 19 32
建築系 12 10 12 12 21
事務系 4 6 6 6 6
計 33 35 38 37 59

（単位:名）

2013年 2014年 2015年 2016年 2017年
従業員数（名） 1,184 1,210 1,226 1,261 1,192
平均年齢（歳） 43.1 43.7 43.9 44.2 44.2
平均勤続（年） 17.8 18.5 18.6 18.9 18.9

（各年3月31日時点）

 土木教育プログラム
社員が講師となって入社から3年間ペアを組み、土質力学、
鋼構造、水理学など土木に関する基礎的な12の課題に取り
組み、その後、応用的な課題に発展していきます。
建築教育プログラム
現場管理に必須となる、①工程表を作成する能力、②施工図
を作成し内容をチェックできる能力、③実行予算を作成す
る能力（工費管理）を習得することを目指します。
また、土木・建築施工の基礎技術能力を習得した職員の次
のステップとして、土木・建築それぞれの専門的管理手法
を学び作業所長としての管理能力を向上させるための作業
所長育成講座へと進みます。

求める人材

教育・研修制度

新卒採用

従業員数、平均年齢、平均勤続年数の推移

社内の教育・研修制度

社会 Society

安全・衛生 人材育成

※2017年は現地採用従業員の範囲を変更
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当社は、海外赴任者向けのビジネス英語研修やTOEIC
受験など、以前から従業員の英語能力向上に取り組んで
います。2014年度からは海外での現場体験、異文化での
生活を通じて、海外勤務に対する意識づけをするととも
に、現地で活躍するプロジェクトマネージャーの業務理
解を目的とした海外研修制度を導入しました。また、海
外現地子会社の社員を研修生として日本国内の現場に
受け入れ、施工管理・品質管理のレベル向上を図るなど、
人的交流も積極的に行っています。

当社では、従業員が業務を遂行するうえで関係の深い
250を超える免許・資格を取得推奨資格として設定して
います。推奨資格の取得に際しては、所定の条件を満た
すことでその取得にかかる受験料や登録費用、講習会費
用、交通費などの全額を支援する制度を設けています。

長時間労働抑制への取り組み
長時間労働の抑制に向け、労使による「時短専門委員
会」を組織して労働時間削減に向けた方針を定め、取り
組みを推進しています。また、従業員の多様な勤務状態
を上司がリアルタイムで把握できるWEBによる勤務管
理システムを導入し、業務配分を検討するツールとして
活用しています。

健康診断と人間ドック
健康管理を従業員・企業双方の重要な取り組み課題の

ひとつとして捉え、従業員の健康確保に注力しています。
法定の定期健康診断はもちろんのこと、人間ドックの標
準検査費用やオプション費用の一部、健康診断の再検査
費用を会社負担とするなど、万全な健康管理体制を維持
しています。

メンタルヘルス
従業員が心の健康問題を理解し、活気ある職場づくり

を行い職場環境による健康問題の未然防止を長期目標と
した「こころの健康づくり計画」を策定しています。また、
メンタルヘルス教育の一環として、階層別研修において
メンタルヘルス産業医による研修を毎年実施しています。

公平な処遇
従業員一人ひとりが個性、創造性を発揮し、安心して

いきいきと働くことができる職場づくりに努めていま
す。「行動規範」に一切の不合理な差別の排除を定める
とともに、当社人事制度の理念のひとつに掲げる「公平
処遇」に基づいた公平な評価、処遇を推進しています。

障がい者の雇用
障がいの有無にかかわらず、誰もが働きがいを感じ
られる職場づくりに努めています。なお、当社では法
定雇用率の基準を満たしており、従業員はそれぞれの
職場で活躍しています。

高齢者の雇用
従業員が定年に到達した後も継続して雇用する制
度を導入しています。この制度により、長年培った知
識や経験を定年後も存分に発揮してもらうとともに、
次世代への技術の伝承を図っています。

当社では、技術系を含めた女性総合職を着実かつ継
続的に採用しています。また、「女性の活躍を推進する
ための行動計画」を策定しており、行動計画のひとつで
ある「女性総合職キャリアアップ研修」を実施し、勤務地
を超えたネットワークの構築を図っています。他にも、
女性の目線から見た当社の課題等を抽出して、更なる
作業環境の改善や育児支援制度の充実などを通じ、女
性が継続して就業できるように取り組んでいます。

当社は、将来的には海外事業を全社収益の柱のひと
つへと成長させていく方針のもと、現地採用者を積極
的に活用しています。

若手職員の海外研修の様子

資格名 取得者数 資格名 取得者数
技術士 149名 1級建築士 78名
1級土木施工管理技士 587名 1級建築施工管理技士 286名
1級造園施工管理技士 48名 1級建設機械施工技士 1名
1級管工事施工管理技士 36名 JR工事管理者 69名
宅地建物取引士 40名 建設業経理士（1級） 30名

（単位:名）

（2017年3月31日現在）

2012年 2013年 2014年 2015年 2016年
受講者数 90 97 56 67 51

グローバル人材の育成 人を大切にする企業の実現

取得推奨資格の取得支援

2012年 2013年 2014年 2015年 2016年

定年者数 15 14 18 11 14

再雇用者数 8 12 13 9 10

（単位:名）

●日本国内 21名 ●カンボジア 6名

●フィリピン 14名 ●ミャンマー 12名

●ベトナム 13名 ●現地採用者 139名

●ケニア 5名

女性総合職研修の様子

2013年 2014年 2015年 2016年 2017年
土木系 １ 1 2 0 2
建築系 0 1 1 3 3
事務系 0 3 5 2 3
計 1 5 8 5 8

ダイバーシティの推進

海外における人材の確保

女性の活躍推進

（単位:名）

2014年 2015年 2016年
海外／英語研修参加者 6 6 3
海外子会社社員受入数 2 3 5

グローバル人材育成実績

主な有資格者

メンタルヘルス研修　受講者数の推移

休暇制度

定年再雇用者数の推移

女性総合職採用の推移（新卒入社）

海外事業従事者210名

工事終了時
休暇

作業所勤務の従業員を対象に、工事終了時に担当工
事の工期に応じた休暇取得が可能（取得は工事終了後
1ヶ月以内が原則）
●工期3～6ヶ月：連続3日
●工期6ヶ月以上：連続5日間
●工期1年以上：1年経過後に連続5日間

リフレッシュ
休暇

永年勤続者を対象に、その精励に対してリフレッシュ
と自己啓発を図る休暇制度であり、副賞も授与される。
2016年度取得実績40名
●勤続10年・20年：連続7日間
●勤続30年：連続10日間

（単位:名）

社会 Society

人材育成 人権の尊重

2012年 2013年 2014年 2015年 2016年
受診率 42.1 49.5 53.5 56.5 56.9

人間ドック受診率

2013年 2014年 2015年 2016年
取得人数 1 4 2 5

育児休業取得者数

（単位:%）

（単位:名）

（2017年3月31日現在）
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地元の小学生が参加する土木教室を開催
～北海道支店
土木の魅力やものづくりの楽しみを伝えるために、

釧路市の小学生を対象とした土木教室を開催しまし
た。当社職員が講師を務め、子どもたちと一緒に積み
木とストローでミニチュアのアーチ橋をつくりまし
た。子どもが乗っても壊れないアーチ橋に教員を含む
参加者からは驚きの声があがり、土木の世界の奥深さ
や楽しさを地元の子どもたちに伝えることができまし
た。この様子はローカルのテレビ番組や新聞でも取り
あげられ、市長表彰もいただきました。今後も建設産
業の魅力を伝えるとともに、社会資本整備の重要性を
多くの方に伝えていきます。

全国でのインターンシップ生の積極的な受け入れ
～全国各地
現在学んでいることが実際の仕事にどのように役立
つか、また建設会社の仕事とはどのようなことをして
いるかを学生に理解していただくため、当社は全国で
インターンシップ生を積極的に受け入れています。
2016年度は東京大学、京都大学、金沢大学、大分大
学、鹿児島大学、石川高等専門学校、大阪市立大学、中
央大学などの学生が当社施工現場や研究所で測量、内
装工事の施工管理や実験などの日常業務などを通じ
て、実際の建設会社の業務を学びました。この経験が
今後の学業に活かされることを期待するとともに、建
設会社で働くことの面白さややりがいを理解いただい
たと考えています。

バス停横に避暑地を設置し近隣住民と交流
～北陸支店
当社が施工を担当している新潟西港の作業所がバス
停と隣接していることから、バス停に庇とベンチを設
置し、バス待ちの間の避暑地を提供しました。工事概
要、起重機船の紹介、新潟港の変遷を載せたパネルも
設置し、地域の方へ工事の重要性をPRすることができ
ました。これからも各現場の工夫により、地域の方々
との親睦を深めながら工事や建設会社への理解を促進
する努力を続けてまいります。

現場所在地の祭りや道の駅で工事と街をPR
～大阪本店
当社が施工している柴山港がある兵庫県美方郡香美
町で行われた「香住ふるさとまつり」において、当社と
香美町が合同でうちわを製作し、参加者に配布しまし
た。また、このうちわは道の駅でも配布され、地元の
住民や遠方からの観光客に対して香美町ならびに当工
事のPRに貢献することができました。

津波防災・減災実験施設の見学受け入れ
～鳴尾研究所
当社鳴尾研究所では、台風による高波や高潮に対す

る研究に加え、近年は津波防災・減災に資する研究開発
にも力を入れています。また、日本有数の実験装置を保
有していることから多くの団体から施設見学の要請が
あります。2016年度には23件あり、1月には大阪府建
築士会からの依頼により、津波の再現実験が可能な平
面水槽や断面水路での実演を見学の後、津波やそれに
ともなう災害について議論を行いました。参加者から
は有意義な時間を過ごせたと高い評価を頂きました。

小学校にてアマモ場造成体験授業を開催
～九州支店
2011年10月より福岡市港湾局と福岡市東区の奈多
小学校が連携し、博多湾和白干潟海域で魚介類の産卵
場所や生息地となるアマモ場再生に取り組んでいま
す。当社はこの活動に当初から継続して協力してきて
おり、2016年度は6月、10月、3月の全3回にわたり、
福岡市港湾局と合同でアマモ場再生体験学習の出前授
業を行いました。体験学習では、アマモ場と海の環境

の関わりについて学ぶとともに、海の生物との触れ合
い、アマモポットでのアマモ育成、アマモの種を挟ん
で海底に敷設する幅1ｍ×長さ5ｍのアマモシート作
成などを行っています。アマモ場の再生を地元の小学
生に体験してもらうことで、彼らの地元海域環境への興
味・理解を深めることができ、更には地域と当社の結び
つきを強めることができたと考えています。

海岸などの清掃活動～全国各地
当社は会社設立以来、連綿として海に携わってきま
した。しかし、海で工事を行うことは環境に負荷を与
えることにもなります。人類だけではなく、すべての
生物の母である海の環境を守ることは、海と一緒に成
長してきた当社にとって当然果たさなければならない
役割です。そのひとつとして、全国の海岸で地域の
方々と一緒に清掃活動に取り組んでいます。もちろ
ん、海岸付近以外でも街の清掃活動に参加し、当社と
して携わっている地域に貢献しています。小さなこと
ではありますが、その積み重ねが環境の改善につなが
ると信じており、これからも続けてまいります。

地元大学生を招待したICTシステム見学会
～北陸支店
北陸支店では、金沢大学生14名と東京海洋大学生1
名を招いて現場見学会を行いました。見学会では、ポ
ンプ浚渫船に搭載しているICTシステム（情報通信技術
システム）の説明を行いました。実際に現場で稼働して
いる船に乗り、職員から話を聞くことで海上工事や先
端技術に関する理解を深めてもらうことができました。

興味津々でアーチ橋ができる様子を見る子どもたち

屋外での業務に参加
（鳴尾研究所）

社会貢献活動

次世代への教育

環境への貢献

うちわを持って嬉しそうな子どもたち

社会 Society

あまり目に触れるこ
とのないポンプ浚渫
船の機関室

地域との共生

涼しげな日陰ができ
たバス停

アマモシート作成の様子

須磨海岸清掃（兵庫県）
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　当社は、「安定した収益確保による経営基盤強化と変
化への果敢な挑戦によって更なる発展を目指す」こと
を経営の基本方針としています。なかでもガバナンス
体制とリスクマネジメント力のより一層の強化を経営
の最重要課題のひとつと位置づけ、経営環境の変化に
迅速に対応する最適な経営体制の構築に取り組んでい
ます。コーポレート・ガバナンスを充実させ、経営の効
率性・透明性を確保することが企業価値を高め、株主を
はじめとするステークホルダーや社会全般から信頼さ
れる企業として存続する基盤になると考えています。

　当社は、2015年11月に「コーポレートガバナンス・
ガイドライン」を策定しました。経営理念の実現を通
じて、持続的な成長と中長期的な企業価値を高め、ひ
いては株主の皆様をはじめとするステークホルダー共
同の利益に資するためのコーポレート・ガバナンスに
関する指針を定めたものです。
　このガイドラインは株主の権利・平等性の確保、ス
テークホルダーの皆様との適切な関係、取締役会の有
効性などを柱に全６項目から構成され、当社HPで公
開しています。

　当社は監査役会設置会社として、株主総会、取締役
及び取締役会、監査役及び監査役会、会計監査人の各
機関のほか、総合監査部を置いています。当社の経営
に係る重要事項については毎月１回開催する取締役会
並びに必要に応じて開催される臨時取締役会において
審議、決定され、各取締役による業務執行の監督を
行っています。この取締役会は社外取締役２名を含む
全取締役と社外監査役３名を含む全監査役によって構
成されています。
　また、経営環境の変化に迅速に対応し、業務運営の効
率化を図るため、取締役会のほかに業務執行の方針を
協議決定する経営方針会議を毎月２回開催しています。

　当社の取締役候補者の指名は、経営の意思決定に必
要である広範な知見を備え、経営の監督機能発揮に必
要な出身分野、出身業務における実績を有することな
どに基づき指名することにしています。また、取締役の
うち２名以上を独立社外取締役とすることを基本方針
としています。
　候補者は、社外取締役を含む「役員指名・報酬委員会」
において、上記方針に基づき協議を行ったうえで取締
役会において決定いたします。

　当社は、東京証券取引所が定める社外役員の独立性
基準を踏まえ、すべての社外取締役及び社外監査役の独
立性を担保するための基準を明らかにすることを目的
として、当社独自の独立性の判断基準を取締役会にて機
関決定しています。なお、当社は、社外取締役及び社外監
査役の全員を一般株主と利益相反が生ずるおそれのな
い「独立役員」として東京証券取引所に届け出ています。

　当社は、2016年度より当社取締役及び執行役員（社
外取締役を除く）へのインセンティブプランとして、業
績連動型株式報酬制度を導入いたしました。
　本制度は、当社の中長期的な業績の向上と企業価値
増大への貢献意識をこれまで以上に高めることを目的
としており、会社業績との連動性が高く、かつ透明性及
び客観性の高い報酬制度となっています。具体的には、
役員報酬BIP（Board Incentive Plan）信託と称する
信託を設定し、あらかじめ役員報酬BIP信託により取

　当社は、コンプライアンス遵守を基本に、会社の持続
的発展を阻害する要因の排除または低減させることを
リスクマネジメントと位置づけております。
　経営を取り巻くリスクに対し、本社に設置する「リス
クマネジメント委員会」を中心として様々な活動に取
り組んでおります。

　当社は、会社の持続的成長とコンプライアンスの徹
底を図るため、本社に「リスクマネジメント委員会」を
設置しています。同委員会は社長を委員長とし、リスク
マネジメント活動状況を定期的に取締役会へ報告する
ほか、経営リスク防止策の検討・提言、コンプライアン
ス方針の策定・改定などリスクマネジメント活動に関
する検討や方針の策定などを行っています。

得した当社株式を中長期の業績達成度に応じて取締役
等に交付いたします。
　この報酬制度の導入により、取締役等の報酬は、基本報
酬、短期業績に連動する業績報酬及び中長期業績に連動
する株式報酬の三つから構成されることになりました。

リスク項目管理表
　リスク項目管理表は、会社を取り巻く様々なリスク
を体系的に分類し、各々のリスクの発現する頻度や重
要度、会社に与える影響度を示し役職員全員がいつで
も活用できるよう社内のポータルサイトに掲示してい
ます。このリスク項目管理表は、リスク発現時の対応方
法や日常業務におけるリスク発現の防止策についても
記載しており、会社のリスク低減に貢献しています。ま
た、社内外で発生した新たなリスクはこのリスク項目
管理表に積極的に取り込み、常にリスクに対して防止
と対応ができるよう管理しています。

株　主　総　会

本社各部門・地域事業部門・グループ会社

代表取締役社長

執行役員（業務の執行）

経営方針会議（業務執行の方針決定）

総合監査部

会計監査人

弁護士

監査役／監査役会
監査 監査

報告

報告

報告

報告

通報

連携

選任／
解任

選任／解任

選任／解任 報告／協議

付議／報告

付議／報告

付議／報告／
執行

対応協議
（リスク発生時）

選任／
解任

選任／
解任

監
査

監
査

報
告

報
告 C

S
R
活
動
推
進

教
育
／
啓
蒙

報
告
／
協
議

付
議
／
報
告

プロジェクト審査委員会
総務部

CSR 委員会

選任・再任の決定／会計監査相当性の判断

報告

報告

通
報
／
調
査
／

保
護

取締役／取締役会

リスクマネジメント委員会

付議／審査

社外取締役及び社外監査役候補者を対象とし、次の1から10の
いずれにも該当しないものをもって「独立社外役員」と判断する。

1 現在または過去において、当社及びグループ各社の業務執行
者であった者

2 当社株式の総議決数の10%以上の議決権を保有する株主及び
その業務執行者

3 当社及びグループ各社が総議決権数の10%以上の議決権を直
接または間接的に保有する会社の業務執行者

4
過去3事業年度のいずれかにおいて、当社グループ及び候補者
の所属する会社双方いずれかの連結売上高2%以上を占める取
引先の業務執行者

5 直近の事業報告において、主要な借入先である金融機関の業
務執行者

6 上記2から5について、過去3年間において該当していた者

7 当社の会計監査人である監査法人に属する者

8
当社及びグループ会社から、過去3年間の平均において500万
円以上の報酬を受領している弁護士、会計士、コンサルタント
等の専門家（報酬を得ている者が法人等である場合には、これ
に所属する者）

9 当社及びグループ各社から、過去3年間の平均において1,000
万円以上の寄付を受けた大学や団体等に所属する者

10 上記1から9に該当する者の配偶者または二親等以内の親族（2017年 7月１日現在）

基本的な考え方

東洋建設
コーポレートガバナンス・ガイドライン

取締役候補者指名の方針と手続き

当社独自の社外役員独立性基準コーポレート・ガバナンス体制の概要

コーポレート・ガバナンス体制図

コーポレート・ガバナンス Corporate Governance

コーポレート・ガバナンスの充実

中長期業績に連動する株式報酬制度

東洋建設　社外役員独立基準

リスクマネジメント

リスクマネジメント

リスクマネジメント委員会

東洋建設 コーポレートガバナンス･ガイドライン
http://www.toyo-const.co.jp/company/
governance

WEB
クリック

リスク項目管理表･リスク事例集
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　当社は、刑法・独占禁止法などに違反する行為の禁
止及びダンピング受注の排除に取り組み、公正かつ自
由な競争を推進しています。具体的にはイントラネッ
トでの役職員の行動予定・実績の管理、同業他社との
接触の事前承認、営業を管掌または職掌とする役職員
へのコンプライアンス研修の実施、コンプライアンス
に関する定期的な調査など透明性確保に取り組んでい
ます。
　また、事業活動における取引については、取引先と公
正な契約の締結を行い、役割分担と責任範囲の明確化を
図るなど適正な生産体制の構築に取り組んでいます。

　リスクへの取り組みは資料やデータ収集に留まら
ず、リスクマネジメント部が本社の各部門、支店や営業
所、作業所を巡回して、各種資料の現認やヒアリングに
より会社全体に影響するリスクが存在しないかを確認
しています。リスクが発見された場合リスクマネジメ
ント委員会に報告し、全社的対応がとれる体制となっ
ています。モニタリング時には併せてコンプライアン
ス調査も行い、コンプライアンス遵守状況のチェック
並びに指導、教育も行っています。

リスク事例集

　リスク事例集は、過去に社内で起きたトラブルや問
題となりそうになったリスクの事例を全社的に収集
し、同様の問題が起きないよう全社で共有してリスク
低減に役立てています。この事例集には、実際に対応し
た内容や反省点も盛り込んでおり、より実践的で使い
やすいものとなっています。
　毎年視点を変えて様々な角度から事例を収集し、充
実度を上げていきたいと考えています。

　当社は、法令遵守とステークホルダーの信頼確保を
コンプライアンス基本方針としています。国内外の法
令の遵守は事業活動の基本であることはもちろん、社
会常識や道徳に照らしてもステークホルダーの信用や
信頼に応えられる企業活動を行うことが、役職員の責
務であると考えています。

　当社は、階層別研修等を利用してのコンプライアンス
研修の実施やコンプライアンス推進強化月間の設定、毎
年役員クラスを対象とした研修を実施するなど、全役職
員に意識の高揚と啓発を図っています。

　当社は、「経営理念」「行動規範」のもと、具体的に業
務遂行上対応を求められることとして「行動指針」を定
めており、イントラネットで社内公開しております。ま
た、このマニュアルを年1回全職員が通読し、コンプラ
イアンスの行動確認と意識の定着に努めております。
また、自分の行動が法令などに違反しないか常に振り
返れるように、コンプライアンスセルフチェックカード
を役職員全員に配布し、携行させています。

　当社では、グループ会社を含め法令違反や不正行為
等を知った役職員から、通報を受けつける社内窓口及
び社外の弁護士受付窓口を設置しています。内部通報
制度は、公正で透明性の高い企業文化を育み、企業とし
ての自浄作用を健全に発揮するための重要な方策のひ
とつと位置づけ、実効性向上に努めています。継続的な
周知活動と制度の充実を推進するとともに、通報者の
保護や不利益な扱いを社内制度で禁じております。

　2016年10月、当社役職員のコンプライアンスに対
する意識と社内風土を客観的に把握するため、外部専
門会社に委託し全役職員を対象としたアンケートを実
施しました。その結果、コンプライアンスに対する役職
員の意識は比較的高く、風通しのよい会社との一定の
評価を得ました。今後もコンプライアンスの意識と知
識の更なる向上を目指し、教育と研修を進めてまいり
ます。

　当社は「行動規範」において、公正で信頼される事業
活動のため「企業会計の信頼性の確保と情報の開示」を
定めており、株主、投資家、お客様などすべてのステーク
ホルダーに対して積極的な情報開示に努めています。
　ホームページ上に決算短信（英語版ホームページに
はハイライト情報を英文で掲載）や有価証券報告書、
FACT BOOK、中期経営計画など当社の経営状況を把
握できる資料を開示しています。

　当社は、アナリストなどを対象とした決算説明会（年
２回）や現場見学会を開催しているほか、機関投資家・
アナリストとの個別面談も積極的に行っています。今
後も当社の業績や事業環境などに対する理解を、より
深めていただく取り組みを継続してまいります。

報告

社長
リスクマネジメント部管掌役員
総合監査部管掌役員
安全環境部管掌役員
経営管理本部管掌役員　　　土木事業本部長　
建築事業本部長　　　　　　経営管理本部長　
総合監査部長　　　　　　　安全環境部長　　
リスクマネジメント部長　　経営企画部長　　
総務部長　　　　　　　　　人事部長　　　　
社外取締役 1名
顧問弁護士 1名
監査役 1名

取
締
役
会

社長

リスクマネジメント委員会

リスクマネジメント委員会事務局

支店リスクマネジメント委員会

委 員 長
副 委 員 長
委 員

顧 問
オブザーバー

:
:
:

:
:

支店長・本店長
営業・工事・総務の各部門長を
含む3名以上

委 員 長
委 員

:
:

報
告
・
協
議

提
言

経営管理本部総務部長

リスクマネジメント推進委員

顧問弁護士

経営管理本部長

支
援
・
補
佐
・
連
絡
・
協
議

連
絡
・
協
議

連絡・協議

本社各部門の長

相
談
・
協
議
・
報
告

提
言
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令
・
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告
・
指
示
・
教
育
・
啓
発
・
助
言
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・
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告
・
指
示
・
教
育
・
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支店リスクマネジメント委員会事務局長
公正な取引の推進

リスクマネジメント

2014年 2015年 2016年
新入社員
※キャリア採用含む

参加（名） 42 55 47
回数 2 4 2

階層別 参加（名） 138 150 146
回数 6 6 6

経営者層
※役員、支店長、本社部長

参加（名） 115 63 15
回数 2 1 1

営業担当者 参加（名） 51 41 83
回数 2 2 3

コンプライアンス研修開催実績

コーポレート・ガバナンス Corporate Governance

コンプライアンス研修の様子

コンプライアンスの啓蒙と教育

リスクマネジメント体制

リスクモニタリング

コンプライアンスマニュアル

内部通報制度

コンプライアンスに関するアンケート

コンプライアンスの基本方針

コンプライアンス

適切な情報開示

投資家との対話

対話の充実
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